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声 明 

２０２３（令和５）年７月６日 

全国統一教会（世界平和統一家庭連合）被害対策弁護団 

上記弁護団 弁護団長 弁護士 村越  進 

同 副団長  弁護士 内田 信也 

同 副団長  弁護士 吉岡 和弘 

同 副団長  弁護士 紀藤 正樹 

同 副団長  弁護士 塚田 裕二 

同 副団長  弁護士 荻原 典子 

同 副団長  弁護士 植田 勝博 

同 副団長  弁護士 山田 延廣 

同 副団長  弁護士 平田 広志 

同 事務局長 弁護士 山口  広 

外３４０名 

 

１ 昨年７月８日の安倍晋三元首相銃撃事件から約１年が過ぎました。 

同事件は、決して許されるものではなく、二度とこのような事件が起きない

ようにしなければなりません。 

他方、同事件の背景とされる世界平和統一家庭連合（旧世界基督教統一神霊

協会。以下「統一教会」といいます。）による高額献金や家族崩壊等の問題は未

だ続いており、被害防止とその救済には、社会全体で取り組む必要があります。 

２ 同事件以後、統一教会による信仰の自由や財産権の侵害、家族や被害信者の子

どもの被害など、多様な個人・家庭の深刻かつ凄惨で継続的な被害の実情が

次々と明らかになり、多数の被害者や家族、とりわけ宗教二世の方々が勇気を

出して、声を上げました。 

これを受け、昨年１２月にはいわゆる被害者救済新法（不当寄附勧誘防止法）

が成立しました。しかし、同法律の適用はあくまでも同法施行後の被害に関す
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るものであり、既に生じてしまった被害に対して遡って適用されるものではあ

りません。それにも拘わらず、同法が成立し、年が明けて以降、統一教会被害

に関する報道は大幅に減少し、あたかもこの問題が解決されたかのような空気

感さえあります。 

３ 当弁護団は、昨年９月以降、法務省や日弁連、法テラスなどの相談窓口に寄せ

られた被害救済の受け皿となるべく昨年１１月２４日に活動をスタートしまし

た。そして統一教会に対し、本年２月２２日以降、本日の第４次までに合計１

０９名、合計３５億８４００万円余の損害賠償請求をして、被害回復の集団交

渉を行っています。しかし、統一教会は、信徒会なるものを調査回答の主体と

して自らは過去の被害に真摯に向き合うことも責任をとることもせず、信者で

あった者が支払った献金等の記録の開示にも応じず、長年被害の声を上げるこ

とができなかった被害者に対して時効を理由として対応しない姿勢を示すとい

った不誠実な対応を続けています。 

このような対応は、昨年来、教会改革などと称して対外的に取り繕っていた

統一教会の態度が、その場しのぎのものであったことを示すものであり、公益

法人たる宗教法人として決して許されないものです。 

４ 統一教会による被害が、これほど深刻なものであるにもかかわらず長年に亘り

放置されてきたのは、政治家も、マスコミも、私たち市民も、この問題の重大

性・悪質性・社会的悪影響の広がりを知らず、あるいは知っても何もせずにい

たことにも原因があったことを決して忘れてはなりません。 

  被害救済及び被害抑止のための取り組みは始まったばかりであり、引き続き注

視し、取り組み体制を継続・強化することは社会の責務であると考えます。 

 再びこの問題を風化させてはなりません。  

当弁護団は、今後も、統一教会による被害の速やかな救済に向けて全力を尽

くす所存です。 

以上 


